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平成２５年３月１８日 

各  位 

会 社 名 株式会社コシダカホールディングス

代表者名 代表取締役社長 腰 髙  博

 （ＪＡＳＤＡＱ コード２１５７）

問合せ先
取 締 役 執 行 役 員 

グ ル ー プ 管 理 担 当 
土 井 義 人

 電話 ０２７－２８０－３３７１

 

禁煙者を対象とする賞与加算制度の創設について 

 

 当社グループは、安倍政権の経済再生策「アベノミクス」が要請している賃金アップに賛同するととも

に、健康を重視する総合余暇サービス提供企業グループとして禁煙によるグループ社員の健康増進を図る

ため、禁煙者を対象とする賞与加算制度を創設について本日開催の当社取締役会で決定いたしましたので

お知らせいたします。 

 

１．賞与加算制度創設の目的 

 ①「アベノミクス」が要請している賃金アップに対して、コシダカグループとして賛同するため。 

 ②コシダカグループの経営理念である『豊かな余暇生活の実現と希望に溢れた平和な世界の構築に貢献

する』こと及び『地球環境の保全』の一環として禁煙を推奨するため。 

 ③禁煙を推奨することにより、グループ社員本人のみならず家族や社員を取り巻く人々の健康増進を図

るため。 

 

２．賞与加算制度の概要 

ⅰ）対 象 者 コシダカグループに所属する賞与支給対象の正社員及び年俸制正社員のうち、賞与計

算期間（９月から２月まで、３月から８月までの各６ヵ月間）中に全く喫煙をしなか

ったと自己申告し、会社に認められた者。 

ⅱ）賞与加算額 １ヶ月あたり5,000円として、６ヶ月ごとの賞与支給時に30,000円追加支給する。 

ⅲ）開 始 時 期 平成25年３月支給賞与より開始する。 

ⅲ）そ の 他 株式会社コシダカホールディングス取締役会は、国内外の経済情勢、コシダカグルー

プの経営状態の変化ならびにコシダカグループ社員における禁煙者の増大等によって

は、その決議によりいつでも当該制度の維持、変更もしくは廃止ができるものとする。 

 

以  上 

(財)財務会計基準機構会員 


